
入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本業務に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る平成２４年度本予算が成
立し、予算示達がされることを条件とするものです。

平成２４年３月２１日

分任支出負担行為担当官
沖縄総合事務局 北部国道事務所長 上原 勇賢

１．競争に付する事項

（１）件 名 平成２４年度維持用機械等修繕単価契約

（２）仕 様 等 入札説明書及び仕様書による

（３）履 行 期 間 契約締結の翌日から平成２５年３月２９日まで

（４）履 行 場 所 北部国道事務所管内

（５）入 札 方 法

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の5
に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に
係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金
額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。入札執行回数は原則
として２回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合
は原則として予算決算及び会計令第99条の２の規定に基づく随意契約には、移
行しない。

２．競争に参加する者に必要な資格等に関する事項

(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2) 内閣府競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務の提供」のうち「車両
整備」のＣ又はＤの等級に格付された九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者
であること。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に
基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。（下記書類を提出
している者を除く。）また、入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいず
れかに該当する関係がないこと。
なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で
連絡をとることは、沖縄総合事務局競争契約心得（昭和５４年４月１日付け開管
理第４６９号）（以下｢競争契約入札心得｣という。）第４条の３第２項の規定に抵
触するものではないことに留意すること。

１）資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一
方が更正会社又は更正手続きが存続中の会社である場合は除く。
① 親会社と子会社の関係にある場合
② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合



２）人的関係
① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合

３）その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記１）又は２）と同視しうる資本関係又は人的関係があると認め
られる場合。

(4) 有資格者が「会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始
の決定を受けた者」又は「民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく
再生手続開始の決定を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類を提出し
ていること。
ア 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書（写しでも可）
イ 許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合にはそれを証明する書
類の写し

ウ 上記イに伴う競争参加資格審査申請書変更届

(5) 暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、沖縄総合
事務局開発建設部発注業務から排除する旨の通知｢指名除外通知書｣を、沖縄総合
事務局から受けた者（当該｢指名排除通知書｣についての取消し通報として、｢指
名除外取消通知書｣を通知された者は除く。）ではないこと。

(6) 上記１．（１）に示した業務に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者（出
向及び派遣を含む）と資本若しくは人事面（出向及び派遣含む）において関連が
ある者でないこと。

(7) 沖縄県内に本店・支店又は営業所（自動車整備工場）を有し、当該車両の整備
が可能な道路運送車両法による自動車分解整備の認証又は、自動車整備事業の指
定を受けていること。

(8) 車両整備等については、自社で行なうことを基本とする。

(9) 入札説明書添付の競争参加資格確認申請書を６．（７）２）の期限内に提出し
た者であること。

(10) ６．（７）２）の競争参加資格確認申請書提出期限の日から、入札執行までの
期間に沖縄総合事務局長から指名停止を受けていないこと。

(11) 参考見積を提出すること。

(12) 入札説明書、仕様書、契約書（案）、入札心得（以下｢入札説明書等｣）の受領
を済ませていること

(13) 電子入札システムによる場合は、電子認証（ICカード）を取得していること。

３．契約条項を示す場所
沖縄総合事務局 北部国道事務所 総務課 契約係
〒905-0019
沖縄県名護市大北４丁目２８番３４号

電話番号 0980-52-4350（代表） （内線）224

４．競争入札執行の場所及び日時等
１）場 所：沖縄総合事務局 北部国道事務所 入札室
２）日 時：平成２４年４月１９日（木） １４時００分
３）電子入札システムのＵＲＬ
国土交通省電子入札システム h t t p： / / w w w . e - b i s c . g o . j p



５．入札保証金等に関する事項
入札保証金及び契約保証金 免 除

６．その他の事項

(1) 入札及び契約手続きに使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札の無効
競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札
は無効とする。

(3) 落札者の決定方法
予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の
範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれが
あると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序
を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制
限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低価格をもって申
し込みをした者を落札者とすることがある。

(4) 契約書の作成の要否 要

(5) 競争参加資格確認申請書等
競争参加資格確認申請書等は、分任支出負担行為担当官において審査を行い、
申請書を提出した者に対して競争参加資格の有無を通知することとし、契約目
的の履行を確保できると判断した申込者（競争参加資格有りの者をいう。）の
みを入札参加の対象とする。

(6) 入札説明書等を交付する場所及び期間
１）場 所：沖縄総合事務局 北部国道事務所 総務課 契約係
２）期 間：平成２４年３月２１日(水）～平成２４年３月２９日(木）までの

土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日９時００分から１７時１５分
まで。

(7) 競争参加資格確認申請書の提出場所及び提出期限
１）場 所：沖縄総合事務局 北部国道事務所 総務課 契約係
２）期 限：平成２４年３月３０日（金） １７時１５分

(8) その他
１）上記によるもののほか、この競争入札を行う場合において了知し、かつ遵
守すべき事項は、入札説明書及び「沖縄総合事務局開発建設部競争契約入札
心得」による。
２）この公告に関する問い合わせ先

沖縄総合事務局 北部国道事務所 総務課 契約係
電話番号 0980-52-4350（代表） （内線）224

以 上


